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市
が
発
信
す
る
情
報
を
市
民
の
皆
様
が

迅
速
に
取
得
し
、
ま
た
本
市
の
魅
力
を
市

外
へ
発
信
す
る
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。
Ｐ
Ｒ
映
像
も
ご
用

意
し
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
販
売
期
限
】
10
月
16
日
（
金
）

●
オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ

１
等　
３
億
円
×
13
本

（
発
売
総
額
３
９
０
億
円
・

13
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

前
後
賞
各
１
億
円
×
26
本

（
発
売
総
額
３
９
０
億
円
・

13
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

※
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町
村
の
明

る
い
ま
ち
づ
く
り
や
環
境
対
策
、
高
齢
化

対
策
な
ど
地
域
住
民
の
福
祉
向
上
の
た
め

に
使
わ
れ
ま
す
。

　
市
で
は
現
在
、
新
庁
舎
建
設
が
行
わ
れ
、

ま
た
、
現
本
庁
舎
（
具
志
川
庁
舎
）
の
改

修
工
事
も
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
引
越
に
際
し
て
は
、
市
民
の
皆
様
に
は

ご
迷
惑
が
掛
か
ら
ぬ
よ
う
全
課
を
あ
げ
て
、

取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
の
で
ご
理
解
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

【
１
回
目
引
越
】
現
本
庁
舎
か
ら
新
庁
舎
へ

平
成
27
年
12
月
29
日
（
火
）
～

平
成
28
年
1
月
3
日
（
日
）

【
２
回
目
引
越
】
石
川
庁
舎
等
各
関
係
施

設
か
ら
改
修
後
の
現
本
庁
舎
へ

平
成
28
年
4
月
29
日
（
金
）
～

平
成
28
年
5
月
5
日
（
木
）

　

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し

た
と
き
は
、
資
産
税
課
へ
『
家
屋
滅
失
届
』

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
地
方
税
法
の
規

定
に
よ
り
賦
課
期
日
（
毎
年
１
月
１
日
）

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
届
出
が
な
い
場
合

は
、
翌
年
度
以
降
も
引
き
続
き
固
定
資
産

税
を
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
行
政
運
営
の

効
率
化
な
ど
の
行
政
改
革
の
方
向
性
や
そ

の
取
り
組
み
の
進
行
状
況
に
関
す
る
ご
意

見
を
い
た
だ
く
た
め
、
行
政
改
革
推
進
委

員
会
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
行
政
改
革

の
取
り
組
み
に
広
く
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご

意
見
を
反
映
さ
せ
、
市
民
協
働
に
よ
る
行

政
運
営
を
進
め
る
た
め
、
委
員
を
広
く
市

民
か
ら
募
集
し
ま
す
。

【
受
付
期
限
】
１1
月
2
日
（
月
）

【
応
募
資
格
】
平
成
27
年
10
月
1
日
現
在
、

う
る
ま
市
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以
上
の

方
で
、
平
日
に
開
催
す
る
委
員
会
（
年
５

～
10
回
：
２
～
4
時
間
程
度
）
に
参
加
可

能
な
方

【
募
集
人
員
】
7
名

【
応
募
方
法
】
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
行
政
改
革
推
進
室
ま
で
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

【
選
考
方
法
】
申
込
書
に
よ
り
選
考
い
た
し

ま
す
。
な
お
、
書
面
審
査
で
の
選
考
が
困

難
な
場
合
は
面
接
を
実
施
し
ま
す
。
選
考

結
果
は
応
募
者
に
書
面
に
て
通
知
い
た
し

ま
す
。

【
申
込
書
配
布
場
所
】
市
役
所
本
庁
1
階

総
合
案
内
、
石
川
・
勝
連
・
与
那
城
庁
舎

の
市
民
課
窓
口
で
配
布
い
た
し
ま
す
。
ま

た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
行
政
改
革
推
進
室

に
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
】

gyoukaku-situ@
city.urum

a.lg.jp

秘
書
広
報
課

☎
９
７
３
ー
５
０
７
９

う
る
ま
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た

財
政
課

☎
９
７
３
ー
６
７
５
３

今
年
の
オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
は
、

1
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
5
億
円
！

市役所
総合案内

TEL	974-3111
FAX	973-9819

イベント情報や各種講演会など、
市役所からの大切なお知らせです。
詳細については各お問い合わせ先
へご確認ください。

管
財
課

☎
９
７
３
ー
５
３
７
３

新
庁
舎
及
び
現
本
庁
舎
等
へ
の
引
越
業
務

【リニューアルしたホームページのトップ画面】

資
産
税
課

☎
９
７
３
ー
５
３
９
４

家
屋
を
取
り
壊
し
た
時
の
届
出
に
つ
い
て

行
政
改
革
推
進
室

☎
９
７
３
ー
５
４
０
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
９
７
３
ー
９
８
１
９

行
政
改
革
推
進
委
員
の
公
募
に
つ
い
て

■  子育て世帯臨時特例給付金の申請受付は平成 27 年 12 月
1 日までとなっています。 未だ申請されていない方は、児
童手当現況届もあわせて返送してください。 窓口での申請
も可能です。

■   臨時福祉給付金の申請受付が未だの方も早めにお手続き
をお願いします。

　申請場所：  うるま市役所本庁　地下１階　
　　　　　  選挙管理委員会事務局会議室
　申請受付期限：平成２８年２月３日（水）
■  お問い合わせ：「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給

付金」コールセンター ０９８－９７９－２８６０

２つの給付金 手続きはお済ですか？


